
長岡市告示第２２９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の規定に基づき、次のとおり徴

収事務を委託したので、同条第２項及び長岡市財務規則（平成３年長岡市規則第１５号）

第６２条第２項の規定により告示します。 

 

  令和８年４月１日 

 

                    長岡市長  磯 田 達 伸 

 

１ 委託した事務の内容 

  長岡市し尿くみ取り手数料徴収事務 

（長岡地域・越路地域・三島地域・小国地域・与板地域） 

２ 委託をした相手方の住所及び氏名 

  長岡市瓜生５５番地３ 

有限会社 あけぼの清掃社 

  代表取締役 高木 裕次 

３ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 


